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児
童
手
当
制
度
は
、
児
童
を

養
育
し
て
い
る
人
に
手
当
を
支

給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
家
庭
に

お
け
る
生
活
の
安
定
に
寄
与
す

る
と
と
も
に
、
次
代
の
社
会
を

担
う
児
童
の
健
全
な
育
成
お
よ

び
資
質
の
向
上
に
資
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

▽
支
給
対
象

　
児
童
が
生
ま
れ
た
日
の
翌
月

か
ら
12
歳
到
達
後
最
初
の
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
児
童
を

養
育
し
て
い
る
人
に
支
給
さ
れ

ま
す
。

※ 

所
得
が
一
定
額
以
上
の
場

合
、
児
童
手
当
は
支
給
さ
れ

ま
せ
ん
。

※ 

公
務
員
（
独
立
行
政
法
人
職

員
、
派
遣
・
出
向
職
員
を
除

く
）
の
人
は
、
所
属
庁
へ
お

尋
ね
く
だ
さ
い
。

● 

児
童
手
当
の
現
況
届
の
提
出

は
お
済
み
で
す
か

　
現
在
、
児
童
手
当
を
受
給
中

の
人
は
、
現
況
届
を
６
月
中
に

時 所 内 対 定 ￥ 申 問 HPとき ところ 内容 対象 定員 料金 申込み 問合せ先 ホームページ

民
生
課
へ
提
出
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。（
該
当
者
に

は
郵
送
し
て
い
ま
す
）

　
現
況
届
が
未
提
出
の
場
合

は
、
６
月
分
以
降
の
手
当
を
受

け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、

提
出
し
て
い
な
い
人
は
、
至

急
、
民
生
課
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

民
生
課

820
‐
５
６
３
５

時
10
月
11
日
㈰
〜
平
成
22
年
３

月
14
日
㈰

所
山
陽
女
子
大
学

▽
実
習
施
設

：

特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
ゆ
う
あ
い
ホ
ー
ム
、
陽

光
の
家
、
大
竹
市
社
協
訪
問
介

護
事
業
所
、
も
み
じ
介
護
セ
ン

タ
ー
、
湯
来
保
養
園
ほ
か

▽
申
込
期
間

：

〜
９
月
10
日
㈭

時
10
月
25
日
㈰
〜
平
成
22
年
３

月
７
日
㈰

所
安
芸
高
田
市
民
文
化
セ
ン

タ
ー

▽
実
習
施
設

：

特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
百
楽
荘
、
山
ま
ゆ
、
老

人
保
健
施
設
の
ぞ
み
ほ
か

▽
申
込
期
間

：

〜
９
月
25
日
㈮

約
７
時
間
の
ス
ク
ー
リ
ン
グ

７
回
（
期
間
中
の
日
曜
日
）、

家
庭
学
習
４
回
（
添
削
問
題
と

課
題
レ
ポ
ー
ト
）、
施
設
実
習

４
日母

子
家
庭
の
母
お
よ
び
寡
婦

無
料
（
但
し
テ
キ
ス
ト
代

６
千
800
円
は
自
己
負
担
）

財
団
法
人
広
島
県
母
子

寡
婦
福
祉
連
合
会

543
‐
６

８
８
９

※ 

応
募
用
紙
等
は
、
民
生
課
に

あ
り
ま
す
。

（
民
生
課
）

　
障
害
の
あ
る
人
の
社
会
参
加

を
促
進
し
、
障
害
の
あ
る
人
に

対
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
、

広
島
県
障
害
者
ふ
れ
あ
い
ラ
ン

ド
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

時
８
月
29
日
㈯
、
30
日
㈰

所
福
山
ロ
ッ
ツ
（
福
山
市
西
町

１
‐
１
‐
１
）

障
害
の
あ
る
人
が
製
作
し
た

手
工
芸
品
や
文
化
・
芸
術
作
品

の
展
示
・
即
売
、
歌
な
ど
の
ス

テ
ー
ジ
発
表
、
並
び
に
障
害
の

あ
る
人
へ
の
福
祉
施
策
の
紹
介

な
ど広

島
県
障
害
者
支
援
課

513

‐
３
１
６
２

（
福
祉
課
）

標
章
の
交
付
基
準
が
次
の
と

お
り
変
わ
り
ま
し
た
。

① 

下
肢
不
自
由
の
障
害
の
人

は
、
１
級
か
ら
４
級
ま
で
の

各
級
に
変
更

② 

乳
幼
児
期
以
前
の
非
進
行
性

の
脳
病
変
に
よ
る
運
動
機
能

障
害
の
う
ち
移
動
機
能
障
害

の
人
は
、
１
級
か
ら
４
級
ま

で
の
各
級
に
変
更

時
７
月
１
日
㈬
〜

住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

交
通
課

広
島
県
警
察
本
部
交
通
規
制

課

228
‐
０
１
１
０
、
海
田
警

察
署
交
通
課

820
‐
０
１
１
０

（
福
祉
課
）

児
童
手
当
制
度
の
ご
案
内

２
０
０
９
広
島
県
障
害
者

ふ
れ
あ
い
ラ
ン
ド
の
開
催

駐
車
禁
止
除
外
指
定
車

　
　
標
章
の
交
付
基
準
が

変
わ
り
ま
し
た

平
成
21
年
度

　
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
２
級

養
成
研
修
の
ご
案
内
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希
望
す
れ
ば
、
65
歳
か
ら
70

歳
に
な
る
ま
で
国
民
年
金
に
任

意
で
加
入
で
き
ま
す
。

　
平
成
17
年
４
月
か
ら
は
、
昭

和
40
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま

れ
た
人
ま
で
適
用
範
囲
が
拡
大

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
65
歳
前
に
保
険
料
納
付
済
期

間
や
保
険
料
免
除
期
間
を
有

し
、
65
歳
に
な
っ
た
と
き
に
老

齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め
の

資
格
期
間
（
25
年
）
が
足
り
な

い
人
が
対
象
で
す
。

※ 

60
歳
か
ら
65
歳
ま
で
は
老

齢
基
礎
年
金
の
年
金
額
を
増

や
し
た
い
人
が
加
入
で
き
ま

す
が
、
65
歳
か
ら
は
、
年
金

の
受
給
額
を
増
や
す
た
め
だ

け
に
加
入
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

▽
手
続
き
の
場
所

住
民
課
保
険
年
金
グ
ル
ー
プ

▽
手
続
に
必
要
な
も
の

・
年
金
手
帳

・ 

保
険
料
の
引
き
落
と
し
を
す

る
口
座
の
通
帳

・
通
帳
の
届
出
印

広
島
南
社
会
保
険
事
務
所

253
‐
７
７
１
０
、
住
民
課

820

‐
５
６
０
４

子育て支援センター
　　　エンゼル通信

●子育て支援センターの主な予定

●パステルルーム
　地域での活動拠点としてご利用いただけます。

●おひさまルーム（上記以外の日程の９：30 ～ 11：30）

●「親の力」をまなびあう学習プログラム
　『ヘトヘトでもニッコリ』編
０歳～２歳児の保護者
　子育ての知恵や思いを持ち寄り話し合いをする中で、人
から学び自ら気づき、日々の活力にしましょう。肩の力を
抜いて共に語り合いましょう。参加をお待ちしています。
①私の時間、子どもの時間
　時８月31日（月）：つくってますか？心のゆとり
②あの人って…
　時９月28日（月）：｢私と周り｣の人間関係を振り返る
③ワイワイキャーキャー
　時10月26日（月）：｢子どもと遊び｣について考える
（時間はすべて 10：00 ～ 11：30 で連続参加可能です）
無料 各回 10 人（託児あり） 子育て支援センターに電
話または直接申し込み▽申し込み締め切り：各回の前日まで
※行事はいずれも 11：30 に終了予定です。
※ 月曜日～金曜日の 13：00 ～ 17：00 は電話相談、個
別相談（要予約）、訪問相談（要予約）をお受けします。

親子で楽しく遊び、子育て仲間と交流し、学び合いながらゆとり
ある子育てができるよう応援しています。親子はもちろんのこと、
孫育て中のおじいちゃん、おばあちゃんもぜひご利用ください。

子育て支援センター・ファミリーサポートセンター（西部地域健康センター内）　 820-5502　 820-5504
開設日時（※年末年始、お盆、祝日除）：月～金曜日９：30 ～ 17：00〈子育て相談（要予約）月～金曜日　13：00 ～ 17：00〉

実施日 開始時間 行事（講師・敬称略）
13日（木） ９:30 とことこエンゼル（１歳６ヵ月～２歳５ヵ月）
18日（火） 10:30 子育て懇談会（金澤綾子）
21日（金） ９:30 わくわくキッズ（２歳６ヵ月以上）
26日（水） ９:30 にこにこベビー（１歳～1歳5ヵ月）
28日（金） 10:30 親子の関わり懇談会（福田宏子）

9月7日（月） ９:30 ふわふわベビー・にこにこベビー
（０～１歳５ヵ月）

実施日 開始時間 場　　所
12日（水）

９:30
東部地域健康センター

20日（木） 中 央 ふ れ あ い 館
9月9日（水） 東部地域健康センター

保
険
年
金

70
歳
に
な
る
ま
で

国
民
年
金
に
加
入
で
き
ま
す

　介護保険に関するよくある質問に対し
てお答えします。

Ｑ　お尋ねします…
　施設を利用するときに食費や居住費の
軽減制度があると聞いたのですが。
Ａ　お答えします…
　要介護認定を受けて、介護保険施設入
所、ショートステイ（短期入所）を利用
する場合、同一世帯全員が住民税非課税
の人は、食費・居住費（部屋代）の軽減
を受けることができます。
　軽減を受けるには、申請をして、認定
証の交付を受けなければなりません。交
付を受けたら、認定証を施設に提示する
ことにより、軽減が受けられます。
　なお、認定の有効期間は、例年６月末
日で満了します。
　更新申請をお忘れの人は、福祉課で手
続きを行ってください。

福祉課 820 ‐５６０５

！
お

し
えてー！

！
お

し
えてー！

！
お

し
えてー！

介護保険のしくみ


